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使用収益開始状況について

使用収益開始状況調書

１．仮換地指定時の状況（表 1）
仮換地指定時（平成 25年 8月 27日）の仮換地全体の画地数、権利者数、仮換地指定
地積を示しています。

２．使用収益開始状況（表 2）
表上段は、令和 2年 2月 14日までに使用収益開始した宅地です。
表中段は、前回(第 37回審議会)の報告以降、新たに使用収益開始した宅地です。
内訳は、下記のとおりです。

対象期間：令和 2年 2月 15日～令和 2年 6月 15日
画地数：13画地 内訳

権利者数：5人 （地区西側） 5街区：3箇所
使用収益開始地積：3182.90㎡ 7街区：1箇所
使用収益開始率：4.30％ （地区東側） 27街区：9箇所

実績及び今後の予定について

下記表上段は、令和元年度中における使用収益開始実績を示しています。

下記表下段は、令和 2年度中における使用収益開始の予定を示しています。

※令和 2年度末までに使用収益開始する宅地の累計（予定）は、100画地、権利者数 55人、
使用収益開始地積 21,711.99㎡です。
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（令和元年度実績）
13 4 2,844.49 3.84％ 20.91%

使用収益開始予定箇所

（令和 2年度予定）
35 23 6,239.74 8.43％ 29.34%


